
非営 利 法 人制 度 の現状 と課題 （レジ ュメ ）

平成22・9・25大 内

1は じめ に

・民 法 の改 正 と公 益 法 人 関連 三 法 の成 立 （平 成18年6月2日 公 布 ）

一般 社 団 法人 及 び 一般 財 団 法人 に 関す る法 律 （一般 法 人 法 ）

公 益 社 団法 人 及 び公 益 財 団 法人 の認 定等 に関す る法 律 （認 定法 ）

公 益 社 団法 人 及 び公 益 財 団 法人 の認 定 等 に 関す る法律 の施 行 に伴 う関係 法 律 の整 備 等

に 関す る法 律 （整 備 法 ）

・内閣府 公 益認 定等 委員 会 の設 置 （平成19年4月1日 ）

政令 （施行 令 ）・内 閣府令 （施 行規 則 ） 及 び ガイ ドライ ン等 の策 定作 業

・公 益 法 人 関連 三 法 の施 行 （平成20年12月1日 ）

平 成22年3月 末 ま で の 申請 件 数389件 （内 閣府 の み ）。 うち移 行認 定262（ 答

申110、 取 下 げ39） 、移行 認 可81（ 答 申31、 取 下 げ17） 、新規 認 定46（ 答

申24、 取 下 げ10） （公 益認 定 等 委 員会 だ よ り （そ の3）16頁 ）

＊平成22年8月 末 まで の 内 閣府 へ の 申請 件数536件 （取 下 げ を含 まず。 答 申26

6） 。 うち移 行 認 定365（ 処 分170） 、 移行 認 可123（ 処分42） 、 公 益 認 定

48（ 処 分37） 。都道 府 県 へ の 申請 件数568件 （取 下 げ を含 まず。答 申285） 。

ll旧 民法 法人 制 度 と これ に対 す る批 判

＊旧民 法 法 人 （公 益 法 人 ） ＝民 法34条 に基 づ くも の （「学術 、技 芸 、 慈 善 、 祭 祀 、

宗 教 その 他 の公 益 に 関す る社 団又 は財 団 で あ って 、 営利 を 目的 と しな い ものは 、 主

務 官 庁 の許 可 を得 て 、法 人 とす る こ とが で き る。」）

・批判1非 営利 法 人 を公益 に 関す る もの だ け に限 定す るの はお か しい （その ため
、権

利 能 力 の ない 社 団 ・財 団 の問 題 が 生ず るので あ り、 民 法 の欠 陥 で あ る）。 営 利 ・非

営利 の2種 に区別 す べ きで あ る。

・批 判2公 益 に関す るか ど うか の判 断 は不 明確
。 しか も、 そ の判 断 は主 務 官庁 の裁 量

に委 ね られ て い る。 準 則 主義 （法 律 の 定 め る一 定 の組 織 を備 え る ものに つ き 当然 に

法 人 の成 立 を認 め る。登 記 は必 要 ） を採 用す べ き で あ る。

監 督 や 減税 等 の措 置 は、 法人 の実 体 、具 体 的 な問題 に即 して な され るべ きで あ っ

て、 法 人格 を付 与 す るか ど うか に結 びつ けて行 わ れ るべ きで な い。 準則 主 義 と監 督

とを結 びつ け る こ と も可 能 で あ る。

・批 判3主 務 官庁 に よる許 可制 度 の下 で は 、公 益 法 人 との癒 着 が 生 じ易 い。

皿 主 な立法 の動 き

・平成3年 の 地方 自治 法 の 改正 （260条 の2の 規 定 の新 設 ）

町 内会 、 自治会 等 の 「地 縁 に よ る団 体 」 （町 又 は 字 の 区域 そ の 他 市 町村 内 の一 定 の 区

域 に住 所 を有 す る者 の地 縁 に基 づ い て形 成 され た 団 体 ） は 、 「地域 的 な共 同活 動 の た

め の 不 動 産 又 は不 動 産 に 関す る権 利 等 を保 有 す るた め市 長 村 長 の認 可 を受 け た とき

は」、法 人 格 を取 得 で き る もの とされ た。

＊当時 、 自治 会等 は全 国で27万 余 、 そ の5割 以 上 が 不動 産 を保 有。

・特 定非 営 利 活 動促 進 法 （NPO法 ） の成 立 （平成10年3A
。 同年12月1日 施 行 ）

特 定非 営 利 活動 （別 表 に該 当 し、不 特 定 か つ 多数 の もの の利益 の増 進 に寄 与 す る こ と
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を 目的 とす る活動） を 目的 とす る法人 （特定非 営利活動法人＝NPO法 人）の設 立を

認 め る。所轄庁 の認証 を要件 とす るが、認証 の基準 は法 定 され （12条 ）、緩や かな

の もの （社員10人 以上 で設立が可能）。現在 、法人数 は約4万 。

・中間法人法 の成立 （平成13年6月 。平成14年4月1日 施行）

中間法人 （社員 に共通す る利益 を図ることを 目的 とし、かつ、剰 余金を社員 に分配す

るこ とを目的 としない社 団。 中間法人法2条 ） の設 立 を認 めるもの。 中間法 人は、設

立 の登記 をす るこ とによって成 立す る （準則 主義の採 用）。法人数 は約3600（ 有

限責任 中間法人3355， 無限責任 中間法人313） 。

IV新 しい非営利法 人制度

1一 般法人 （一般社団法人又 は一般財 団法人）

・一般法人法 の定 める組織等 を備 えれば、設 立の登記 をす ることによって成立す る（準

則 主義）。 中間法人法の考 え方 と同 じで あ り、非営利 法人 の設立 を容易 に しよ うと

す るもの。従来の中間法人は 、一般社団法人 として存続す るこ とを認 める （整備法）。

・一般法人の定義規定はないが、社員 （財 団の場合 は設立者）に剰余金又 は残余財産

の分配 を受 ける権利 を与 える旨の定款の定 めは、その効力を有 しないもの とされて

い るか ら （11条2項 、153条2項 ）、一般法人 とは、剰 余金 の分配 を 目的 と し

ない （非営利） もの、す なわち非営利法人である。

・ただ し、解散す る場合 、定款の定 めがない ときは、社 員総会又 は評議員会の決議 に

よ り、残余財産 を社員又 は設 立者 に帰属 させ ることがで きる。その ことか ら、税制

上 、 「非営利 性が徹底 された法人」 （解散 した ときは、残余財産 を国や一 定の公益

的 な団体 に贈与す る ことを定款に定めてい ることを要件 の一つ とす る。） の類型 が

生ず る。

＊税制上の非営利型法人の類型 として、そのほか 「共益 的活動を 目的 とす る法人」

があ る。

2公 益法人 （公 益社 団法人又は公益財 団法人）

・公 益 目的事業を行 う一般法人は行政庁 の認定 （公益認 定）を受 けることがで きる （認

定法4条 ）。公益 法人 とは、公益認 定を受 けた一般 法人 である （同法2条 ）。公 益

認 定を受 けた一般法人 は、名称を公益法人 と変更す る名称の変更の登記 をす る （同

法9条 ）。

＊一般法人の上 に公益法人が乗 る形 のいわば階層構造 である。

・公 益認 定の基準 は、認 定法5条 に規 定 （基準 の客観化 ）。行政庁 は、公益認 定 につ

いては、第 三者機 関 （内閣府公益認 定等委員会又は都 道府 県に設置 された合議制の ・

機関）に諮 問 しなけれ ばな らない （認定法43条 、51条 ）。

・なぜ公益法人 になるのか （公益認定 を受 けるのか）。

公 益法人 と一般 法人 との税制上の優遇措置 の相違 （Vで 検討）

3批 判 は解消 されたか。

・批 判の重点 は、非営利 法人の設立の 自由 （不 自由） に関す るものであったか ら （非

営利法人 を公 益法人に限定す るのはおか しい。 しか も、公益法人の許可基 準は不明

確 で、主務官庁の裁量）、非営利法人一般 について設立 の 自由が認 め られ た こ と （準

則 主義 の採 用）に よ り、 この点に関す る批判 は解消 され た とい うべきこ とにな る。
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・公益認定制度 （一般法人の うち公益認 定 を受 けたものが公益 法人 とな る） を どう考

えるか。

批判 は、監督や減税等の措置 は法人 の実体等 に即 してな され るべ きで あって、法

人格 を付与す るか ど うかに結びつけて行 われ るべ きでない としていた に とどまるか

ら、 いわば批判 の射 程外 （想定外）の問題 とい うべきであろ う。

・公益認 定は法人格の付与 と結びつ いた ものではないが
、仮に、公益認定 を公益法人

の 「成 立」 と見立て るとした場合 （設 立の許可主義 と類似す る側面を有す る と見 る

場合）、批判 は解 消 されたか。

裁量主義 は廃止 され、公 益認 定の基準 は法定 された （基準 の客観 化）。 また、主

務官庁制は廃止 され、諮 問機関 として第 三者機 関が設置 されたか ら、行政庁 と公益

法人 との癒着が生ず るおそれ はなくなった とい うべ きであろ う。

しか し、公益に関するか どうかの判 断は不明確 である とい う批判 は解消 され たか

（公益認定の基準 は客観化 二法定 されたが、明確 な ものか ど うか。VIで 検討）。

V公 益法人 と一般法人 との税制上の優遇措置 の相違 （主要 な点のみ）

1公 益法人

・収益事業 によ り生 じた所得 に対 してのみ課税
。公 益 目的事業によ り生 じた所得 に対

しては非課税。

・公益法人は、すべ て特定公益増進法人 （特増法人） とな り、寄附金優遇措置の対象

となる （個人が寄附金 を支 出 した ときは、寄附金控除 と して所得 か ら控除。会社 な

どの法人 が支 出 した寄附金 につ いては、一般 寄附金 と別枠 の損金 算入 限度額 を設

定）。

＊旧民法法人 で特増法人の認 定を受 けているものは約900 。 なお、認定NPO法

人は約90。

・公益法 人が収益事業 に属す る資産 の うちか ら自らが行 う公益 目的事業のために支 出

した金額 は、寄附金 の額 とみな して寄附金の損金算入限度額 を計算す る。

2一 般法人

・一般法人の うち非営利型法人 （非 営利性 が徹底 された法人及 び共益的活動 を 目的 と

す る法人） につ いては、収益事業によ り生 じた所得 に対 してのみ課税。みな し寄附

金の適用 はない。

・非営利型法人以外 の一般法人 については
、すべての所得に対 して課税。

W公 益認定の基準 は明確 なものか （特に 「公 益」の概念 について）。

1公 益認 定の基準

・認定法5条 に18の 基準 （公益 目的事業 を行 うことを主た る目的 とす る こと
、収支

相償 の原則、公益 目的事業比率、遊休財産額の保有 の制限等 々）

・基本的 には、 「公益 法人 の設 立許可及 び指 導監督基準」 （平成8年9月20日 閣議

決定）及 びその運用指針 の考 え方が取 り入れ られ ている。

2公 益 目的事業

・認定法上、 中心的 な概念。 「学術、技芸、慈善そ の他 の公益 に関す る別表 各号 に掲

げ る種類 の事 業で あ って、不特定 かつ多数 の者 の利 益の増進 に寄与す るものをい

う。」 （同法2条4号 ）
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・別表に22種 類の事業。NPO法 の別表に掲げる17の 活動 とおおむね重複す るが、

国土の利用、整備又 は保全を 目的 とす る事 業 （17号 ）、国政 の健全 な運営 の確保

に資す ることを 目的 とす る事 業 （18号 ） な ど、国に施策 に関係す る事業が挙げ ら

れ てい る。 その ほか、 「政令で 定め るもの」 （23号 ） があるが、政令 は制定 され

ていない。

・公益の定義規定はないが、「不特定かつ多数 の者 の利 益」をい うもの と解 され る （教

科書的 には、社 会全般 の利益）。 対立概 念 は共益 （特定多数 の者 の利 益。 中間法人

法 にい う社員 に共通す る利益）。 したが って、共益的事業は、公益 目的事業 に当た

らない。

・「公益 目的事業のチェ ックポイ ン トにっ いて」 （委員会策定）

「不特定かつ多数の者 の利益 の増進 に寄与す るもの」 とい う要件 を事実認 定す るに

当たっての留意点 を定 めたもの。

・いわゆ る公益 性基準 （ある事業が公益に関す るものか どうか）の機能範 囲は どの程

度の ものか （不認定例1件 ）

3公 益認定の客観性 は担保 されているか。

（公益認定 をす る側 ＝行 政庁 について）

・公益認定の 申請 についての審査 は、原則 と して書 面審査 （事実調 査権 限はない）。

監督 には、各種 の調 査権 限が与 えられてい る （認定法27条 、28条 ）

・調査 の結果 、偽 りその他不正 の手段 に よ り公益認 定を受 けた ことが判明 した ときは、

公 益認 定の取消 し （同法29条 ）。取消 しの効果 にっ き認定法30条 （公益 目的取

得財産残額 に相 当す る金銭につ いて他の公益法人等への贈与 の強制）。

（公益認定を受 ける側 ＝法人について）

・公益認 定 を拒否す る処分 （不認 定の処分）及び公益認 定を取 り消す処分 について、

行政処分の取消訴訟 を提起す ることがで きる （従前 との相違）。

皿 ま とめ （若干 の感想）

・一般 法人法 の成立 は画期 的 （準則主義 の採用）。行政庁 に よる監督 はないが 、法令 に

詳細 な規定 （法令の遵 守＝ コンプ ライア ンス ・ガバナ ンスの問題）。訴訟化 の可能性。

・一般 法人 の うち公益認 定を受 けた ものが公益法人 （階層化）。公益法人 のみ が非営利

法人でない （公 益法人 の相対化）。 なぜ公益法人になるか （税制上 の優遇措置）。

公益法人 とは何か ＝公益認定の基 準に適合 し、公益認 定を受 けた一般法人 （形 式的定

義。実質的定義は可能 か）

・公益認 定は、法規定 （認 定基準）の当てはめ （法規の解釈適用の問題。裁 量の問題 で

ない）。 監督 も同 じ （基準 の法定 ＝客観化）。公益 の概 念は明確で ない が、い わゆ る

公益性基準 （ある事業 が公益に関す るか ど うか） の機 能範 囲は狭いのでないか。

・公益認 定やそ の取消 しの当不 当は、行政訴訟 で争 うこ とが可能 （不認定等の処分には

判断理 由が必要。 その当否が取消訴訟の審 判の対象。判例形成への期待）。

・当面 の関心は移行問題 （既存の法人が一般法人 に移行す るのか、公益法人 に移行す る

のか）。移行期 間の残 りは3年2か 月 （処理が完了す るのは4年 後 か）。

以上
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